
選挙運動費用の公費負担（選挙公営）制度について
令和4年８月７日（日曜日）執行予定の村議会議員選挙から選挙運動費用の公費負担（選挙公営）制度を導入します。

村議会議員及び村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例・規程(様式）は、村のホームページに掲載します。

選挙公営制度とは
資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等が図られることを目的に、一定の範囲内で国や市町村が選挙運動費用の一部を公費で負担する

制度です。

これまで、都道府県と市の選挙には選挙公営制度が適用されていましたが、公職選挙法が一部改正され、町村の選挙にも制度が拡大されました。

また、町村の選挙への選挙公営制度の拡大と併せて、町村議会議員選挙に選挙運動用ビラの頒布解禁と供託金制度が導入されました。

費用は、村から候補者に支払うものではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等との契約書の写しを添付し、当該候補者が村の選挙管理委員会に

届出し、当該契約業者等が村に請求する仕組みになっています。（契約締結は立候補届出前でも可能です。）無償の場合は対象外です。

■手続きイメージ

①候補者と契約業者等との間で有償契約を締結　②「様式第1号～3号 契約届出書」を村選管に提出　③「様式第4号～6号 確認申請書」を村選管に提出

④村選管から「様式第7号～9号 確認書」を候補者に交付　⑤先に交付された「様式第7号～9号 確認書」を契約業者等に提出　⑥契約履行後、候補者は

「様式第10号～12号 証明書」を作成し、契約業者等に提出　⑦契約業者等から村へ「様式第13号～15号 請求書・別紙」により請求され、村から支払い。

対象となる選挙運動費用
選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターに関する費用について、限度額の範囲内で公費負担の対象となります。

ただし、供託物没収点に達する得票を得ることができない場合は、公費負担を受けることができません。

　＊村長選挙に係る供託物没収点　有効投票の総数×10分の1未満

　＊村議会議員選挙に係る供託物没収点　（有効投票の総数÷議員定数）×10分の1未満　（村の議員定数は10人です。）

公費負担の対象と限度額

●公費負担の種類

備考

選挙運動用自動車 選挙運動用ポスター 選挙運動用ビラ 選挙運動用葉書

村議会議員選挙 〇 〇 〇 〇 供託金として15万円が必要になります。

村長選挙 〇 〇 〇 〇 供託金として50万円が必要になります。

供託手続きにつきましては、高知地方法務局安芸支局（☎０８８７―３５－２２７２）にお問い合わせください。

●公費負担の対象

（１）選挙運動用自動車の使用

区分 選挙運動期間（B） 限度額（A）×（B） 備考

ハイヤー方式 322,500円 ハイヤー方式か

自動車の借入 16,100円 80,500円 個別契約方式の

燃料の供給 7,560円 37,800円 どちらかを選択

運転手の雇用 12,500円 62,500円

※最大で１日当たりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの５日間分を公費で負担します。

※選挙が無投票となった場合は、届出日（告示日）１日のみが対象となります。

（２）選挙運動用ポスターの作成

限度額（A）×（B）

{(541円31銭×32ヶ所）＋316,250円}÷32＝10,425円 333,600円

※１円未満の端数がある場合は、その端数は切り上げます。

※限度額を定額で支払うものではなく、限度額と法定枚数の範囲内で実際に要した費用を支払います。

※規格等／タブロイド型（長さ４２センチメートル、幅３０センチメートル以内）

※表面には、掲載責任者及び印刷者の氏名及び住所（印刷者が法人の場合は法人名とその所在地）を記載する必要があります。

※掲示場所／選挙管理委員会が設置するポスター掲示板で、立候補届出順位と同一の番号が表示してある区画内に１枚を掲示することができます。

（３）選挙運動用ビラの作成

区分 上限作成枚数（A) 基準限度額（B） 限度額（A）×（B）

村議会議員選挙 1,600枚 12,368円

村長選挙 5,000枚 38,650円

※１円未満の端数がある場合は、その端数は切り上げます。

※限度額を定額で支払うものではなく、限度額と法定枚数の範囲内で実際に要した費用を支払います。

※規格等／長さ２９．７センチメートル、幅２１．０センチメートル（Ａ４版）以内で、両面印刷も可能です。

※村選挙管理委員会が交付する証紙を貼った２種類以内の選挙運動用ビラの作成に係る費用のうち、１枚当たりの単価限度額と頒布できる

枚数により算出されるビラ作成費用限度額の範囲内で公費負担します。

※表面には、頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所（印刷者が法人の場合は法人名とその所在地）を記載する必要があります。

※立候補受付時に選挙管理委員会へ「ビラの届出書」「ビラ証紙交付申請書」「見本」を提出していただき、選挙管理委員会が発行・配布する

「証紙」を貼る必要があります。

※頒布の方法／次の４つの方法に限られます。①新聞折込②候補者の選挙事務所内③個人演説会の会場内④街頭演説の場所

（４）選挙運動用通常葉書の利用

区分 上限枚数 郵送料

村議会議員選挙 800枚

村長選挙 2,500枚 　お問合せ先

※郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。 芸西村選挙管理委員会（☎33-2111）

区分
公営の有無

基準限度額（A）

64,500円

5日
個別契約方式

ポスター掲示場の数（A） 基準限度額（B）

32

7円73銭

公費で負担


